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議案第７０号 

 

西条市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

西条市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和３年８月４日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市手数料条例の一部を改正する条例  

西条市手数料条例（平成１６年西条市条例第５５号）の一部を次のように改正す

る。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 
  

（手数料の免除等） （手数料の免除等） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３  市長は、必要があると認めるとき

は、別表第１の２２の２の項及び４７

の項から５２の項までに規定する手数

料を減額することができる。 

３  市長は、必要があると認めるとき

は、別表第１の２３の２の項及び４８

の項から５３の項までに規定する手数

料を減額することができる。 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

種類 単位 金額 摘要 

１～１１ （略）    

 

 

 

   

１２ （略）    

１３ （略）    

１４ （略）    

１５ （略）    

１６ （略）    

１７ （略）    

１８ （略）    

１９ （略）    

２０ （略）    

２１ （略）    

２２ （略）    

２２の２ （略）    

２３ （略）    

２４ （略）    

２５ （略）    

種類 単位 金額 摘要 

１～１１ （略）    

１２ 個人番号カ

ードの再交付 

１ 件

に つ

き 

８００円  

１３ （略）    

１４ （略）    

１５ （略）    

１６ （略）    

１７ （略）    

１８ （略）    

１９ （略）    

２０ （略）    

２１ （略）    

２２ （略）    

２３ （略）    

２３の２ （略）    

２４ （略）    

２５ （略）    

２６ （略）    
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２６ （略）    

２７ （略）    

２８ （略）    

２９ （略）    

３０ （略）    

３１ （略）    

３２ （略）    

３３ （略）    

３４ （略）    

３５ （略）    

３６ （略）    

３７ （略）    

３８ （略）    

３９ （略）    

４０ （略）    

４１ （略）    

４２ （略）    

４３ （略）    

４４ （略）    

４５ （略）    

４６ （略）    

４７ （略）    

４８ （略）    

４９ （略）    

５０ （略）    

５１ （略）    

５２ （略）    

５３ （略）    

５４ （略）    

５５ （略）    

５５の２ （略）    

５６ （略）    

５７ （略）    

５８ （略）    

５９ （略）    

２７ （略）    

２８ （略）    

２９ （略）    

３０ （略）    

３１ （略）    

３２ （略）    

３３ （略）    

３４ （略）    

３５ （略）    

３６ （略）    

３７ （略）    

３８ （略）    

３９ （略）    

４０ （略）    

４１ （略）    

４２ （略）    

４３ （略）    

４４ （略）    

４５ （略）    

４６ （略）    

４７ （略）    

４８ （略）    

４９ （略）    

５０ （略）    

５１ （略）    

５２ （略）    

５３ （略）    

５４ （略）    

５５ （略）    

５６ （略）    

５６の２ （略）    

５７ （略）    

５８ （略）    

５９ （略）    

６０ （略）    



4 

６０ （略）    

６１ （略）    

６２ （略）    

６３ （略）    

６４ （略）    

６５ （略）    

６６ （略）    

６７ （略）    

６８ （略）    

６９ （略）    

７０ （略）    

７１ （略）    

７２ （略）    

７３ （略）    

７４ （略）    

７５ （略）    

７６ （略）    

７６の２ （略）    

７７ （略）    

７８ （略）    

７９ （略）    

８０ （略）    

８１ （略）    

８２ （略）    

８３ （略）    

８４ （略）    

８５ （略）    

８６ （略）    

８７ （略）    

８８ （略）    

８９ （略）    

９０ （略）    

９０の２ （略）    

９１ （略）    

９２ （略）    

６１ （略）    

６２ （略）    

６３ （略）    

６４ （略）    

６５ （略）    

６６ （略）    

６７ （略）    

６８ （略）    

６９ （略）    

７０ （略）    

７１ （略）    

７２ （略）    

７３ （略）    

７４ （略）    

７５ （略）    

７６ （略）    

７７ （略）    

７７の２ （略）    

７８ （略）    

７９ （略）    

８０ （略）    

８１ （略）    

８２ （略）    

８３ （略）    

８４ （略）    

８５ （略）    

８６ （略）    

８７ （略）    

８８ （略）    

８９ （略）    

９０ （略）    

９１ （略）    

９１の２ （略）    

９２ （略）    

９３ （略）    
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９３ （略）    

９４ （略）    

９５ （略）    

９６ （略）    

９７ （略）    

９８ （略）    

９９ （略）    

１００ （略）    

１０１ （略）    

１０２ （略）    

１０３ （略）    

１０４ （略）    

１０５ （略）    

１０６ （略）    

１０７ 長期優良

住宅建築等計画

の認定の申請に

対する審査 

１ 戸

に つ

き 

 (略) 

(1)、(2) (略)    

(3) 長期優良住

宅建築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準関係規

定に適合する

かどうかの審

査を申し出る

者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

 

９４ （略）    

９５ （略）    

９６ （略）    

９７ （略）    

９８ （略）    

９９ （略）    

１００ （略）    

１０１ （略）    

１０２ （略）    

１０３ （略）    

１０４ （略）    

１０５ （略）    

１０６ （略）    

１０７ （略）    

１０８ 長期優良

住宅建築等計画

の認定の申請に

対する審査 

１ 戸

に つ

き 

 (略) 

(1)、(2) (略)    

(3) 長期優良住

宅建築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準関係規

定に適合する

かどうかの審

査を申し出る

者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 
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  ア (略)  

  イ  ４ ７

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 を

同 時 に

申 請 す

る 住 戸

の 数 で

除 し て

得た額 

 

  ウ  ４ ８

の 項 種

類欄(1)

から(4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該 

 

  ア (略)  

  イ  ４ ８

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 を

同 時 に

申 請 す

る 住 戸

の 数 で

除 し て

得た額 

 

  ウ  ４ ９

の 項 種

類欄(1)

から(4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該 
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  手 数 料

の 金 額

を 同 時

に 申 請

す る 住

戸 の 数

で 除 し

て 得 た

額 

 

１０８ 長期優良

住宅建築等計画

の変更認定の申

請に対する審査 

１ 戸

に つ

き 

 (略) 

(1) 長期優良住

宅建築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準関係規

定に適合する

かどうかの審

査を申し出な

い者 

 １ ０ ７ の

項 種 類 欄

(1)のアか

ら ウ ま で

又は(2)の

ア 若 し く

は イ に 掲

げ る 場 合

の 区 分 に

応 じ 、 そ

れ ぞ れ 当

該 手 数 料

の 金 額 の

２ 分 の １

に 相 当 す

る額 

 

(2) 長期優良住

宅建築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準関係規

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

 

  手 数 料

の 金 額

を 同 時

に 申 請

す る 住

戸 の 数

で 除 し

て 得 た

額 

 

１０９ 長期優良

住宅建築等計画

の変更認定の申

請に対する審査 

１ 戸

に つ

き 

 (略) 

(1) 長期優良住

宅建築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準関係規

定に適合する

かどうかの審

査を申し出な

い者 

 １ ０ ８ の

項 種 類 欄

(1)のアか

ら ウ ま で

又は(2)の

ア 若 し く

は イ に 掲

げ る 場 合

の 区 分 に

応 じ 、 そ

れ ぞ れ 当

該 手 数 料

の 金 額 の

２ 分 の １

に 相 当 す

る額 

 

(2) 長期優良住

宅建築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準関係規

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に
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定に適合する

かどうかの審

査を申し出る

者 

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

  ア  １ ０

７ の 項

種 類 欄

(1)のア

か ら ウ

ま で 又

は (2)の

ア 若 し

く は イ

に 掲 げ

る 場 合

の 区 分

に 応

じ 、 そ

れ ぞ れ

当 該 手

数 料 の

金 額 の

２ 分 の

１ に 相

当 す る

額 

 

  イ  ４ ７

の 項 種

類 欄 に

 

定に適合する

かどうかの審

査を申し出る

者 

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

  ア  １ ０

８ の 項

種 類 欄

(1)のア

か ら ウ

ま で 又

は (2)の

ア 若 し

く は イ

に 掲 げ

る 場 合

の 区 分

に 応

じ 、 そ

れ ぞ れ

当 該 手

数 料 の

金 額 の

２ 分 の

１ に 相

当 す る

額 

 

  イ  ４ ８

の 項 種

類 欄 に
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掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 を

同 時 に

申 請 す

る 住 戸

の 数 で

除 し て

得た額 

  ウ  ４ ８

の 項 種

類欄(1)

から(4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

を 同 時

に 申 請

 

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 を

同 時 に

申 請 す

る 住 戸

の 数 で

除 し て

得た額 

  ウ  ４ ９

の 項 種

類欄(1)

から(4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

を 同 時

に 申 請
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す る 住

戸 の 数

で 除 し

て 得 た 

  額  

１０９ 都市の低

炭素化の促進に

関する法律（平

成２４年法律第

８４号）第５３

条第１項の規定

に基づく低炭素

建築物新築等計

画の認定の申請

に対する審査 

１ 件

に つ

き 

 (略) 

(1) （略）    

(2) 低炭素建築

物新築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準関係規

定に適合する

かどうかの審

査を申し出る

者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

 

  ア (略)  

  イ  ４ ７

の 項 種

 

す る 住

戸 の 数

で 除 し

て 得 た 

  額  

１１０ 都市の低

炭素化の促進に

関する法律（平

成２４年法律第

８４号）第５３

条第１項の規定

に基づく低炭素

建築物新築等計

画の認定の申請

に対する審査 

１ 件

に つ

き 

 (略) 

(1) （略）    

(2) 低炭素建築

物新築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準関係規

定に適合する

かどうかの審

査を申し出る

者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

 

  ア (略)  

  イ  ４ ８

の 項 種
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類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 と

同 一 の

額 

  ウ  ４ ８

の 項 種

類欄(1)

から(4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

と 同 一

の額 

 

１１０ 都市の低

炭素化の促進に

関する法律第５

１ 件

に つ

き 

 (略) 

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 と

同 一 の

額 

  ウ  ４ ９

の 項 種

類欄(1)

から(4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

と 同 一

の額 

 

１１１ 都市の低

炭素化の促進に

関する法律第５

１ 件

に つ

き 

 (略) 
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５条第１項の規

定に基づく低炭

素建築物新築等

計画の変更認定

の申請に対する

審査 

   

(1) 変更に係る

低炭素建築物

新築等計画が

建築基準法第

６条第１項に

規定する建築

基準関係規定

に適合するか

どうかの審査

を申し出ない

者 

 １ ０ ９ の

項 種 類 欄

(1)に掲げ

る 場 合 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該

手 数 料 の

金 額 の ２

分 の １ に

相 当 す る

額 

(略) 

(2) 変更に係る

低炭素建築物

新築等計画が

建築基準法第

６条第１項に

規定する建築

基準関係規定

に適合するか

どうかの審査

を申し出る者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

 

  ア  １ ０ 

５条第１項の規

定に基づく低炭

素建築物新築等

計画の変更認定

の申請に対する

審査 

   

(1) 変更に係る

低炭素建築物

新築等計画が

建築基準法第

６条第１項に

規定する建築

基準関係規定

に適合するか

どうかの審査

を申し出ない

者 

 １ １ ０ の

項 種 類 欄

(1)に掲げ

る 場 合 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該

手 数 料 の

金 額 の ２

分 の １ に

相 当 す る

額 

(略) 

(2) 変更に係る

低炭素建築物

新築等計画が

建築基準法第

６条第１項に

規定する建築

基準関係規定

に適合するか

どうかの審査

を申し出る者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

 

  ア  １ １ 
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９ の 項

種 類 欄

(1)に掲

げ る 場

合 の 区

分 に 応

じ 、 そ

れ ぞ れ

当 該 手

数 料 の

金 額 の

２ 分 の

１ に 相

当 す る

額 。 た

だ し 、

都 市 の

低 炭 素

化 の 促

進 に 関

す る 法

律 第 ５

４ 条 第

１ 項 に

掲 げ る

基 準 の

適 合 性

に 関

し 、 登

録 住 宅

性 能 評

価 機 関

若 し く

は 登 録

建 築 物

０ の 項

種 類 欄

(1)に掲

げ る 場

合 の 区

分 に 応

じ 、 そ

れ ぞ れ

当 該 手

数 料 の

金 額 の

２ 分 の

１ に 相

当 す る

額 。 た

だ し 、

都 市 の

低 炭 素

化 の 促

進 に 関

す る 法

律 第 ５

４ 条 第

１ 項 に

掲 げ る

基 準 の

適 合 性

に 関

し 、 登

録 住 宅

性 能 評

価 機 関

若 し く

は 登 録

建 築 物
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エ ネ ル

ギ ー 消

費 性 能

判 定 機

関 の 技

術 的 審

査 を 受

け た も

の 又 は

設 計 住

宅 性 能

評 価 書

の 交 付

を 受 け

た も の

以 外 の

も の で

あ る 場

合 に 限

る。 

  イ  ４ ７

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

 

エ ネ ル

ギ ー 消

費 性 能

判 定 機

関 の 技

術 的 審

査 を 受

け た も

の 又 は

設 計 住

宅 性 能

評 価 書

の 交 付

を 受 け

た も の

以 外 の

も の で

あ る 場

合 に 限

る。 

  イ  ４ ８

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手
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数 料 の

金 額 と

同 一 の

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ  ４ ８

の 項 種

類欄(1)

から(4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

と 同 一

の額 

 

   

１１１ （略）    

１１２ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第１２

条第２項及び第

１３条第３項の

規定に基づく建

築物エネルギー

消費性能確保計

画の変更に係る

建築物エネルギ

ー消費性能適合

性判定審査 

１ 件

に つ

き 

１ １ １ の

項 種 類 欄

に 掲 げ る

建 築 物 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該

手 数 料 の

金 額 の ２

分 の １ に

相 当 す る

金額 

(略) 

１１３ 建築物の

エネルギー消費

１ 件

に つ

１ １ １ の

項 種 類 欄

(略) 

数 料 の

金 額 と

同 一 の

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ  ４ ９

の 項 種

類欄(1)

から(4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

と 同 一

の額 

 

   

１１２ （略）    

１１３ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第１２

条第２項及び第

１３条第３項の

規定に基づく建

築物エネルギー

消費性能確保計

画の変更に係る

建築物エネルギ

ー消費性能適合

性判定審査 

１ 件

に つ

き 

１ １ ２ の

項 種 類 欄

に 掲 げ る

建 築 物 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該

手 数 料 の

金 額 の ２

分 の １ に

相 当 す る

金額 

(略) 

１１４ 建築物の

エネルギー消費

１ 件

に つ

１ １ ２ の

項 種 類 欄

(略) 
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性能の向上に関

する法律施行規

則（平成２８年

国土交通省令第

５号）第１１条

の規定に基づく

建築物エネルギ

ー消費性能確保

計画の軽微な変

更に関する証明

書の交付 

き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に 掲 げ る

建 築 物 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該

手 数 料 の

金 額 の ２

分 の １ に

相 当 す る

金額 

   

１１４ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第２９

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画の

認定の申請に対

する審査 

１ 件

に つ

き 

 (略) 

(1) （略）    

(2) 建築物エネ

ルギー消費性

能向上計画が

建築基準法第

６条第１項に

規定する建築

基準関係規定

に適合するか

どうかの審査

を申し出る者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

 

性能の向上に関

する法律施行規

則（平成２８年

国土交通省令第

５号）第１１条

の規定に基づく

建築物エネルギ

ー消費性能確保

計画の軽微な変

更に関する証明

書の交付 

き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に 掲 げ る

建 築 物 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該

手 数 料 の

金 額 の ２

分 の １ に

相 当 す る

金額 

   

１１５ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第２９

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画の

認定の申請に対

する審査 

１ 件

に つ

き 

 (略) 

(1) （略）    

(2) 建築物エネ

ルギー消費性

能向上計画が

建築基準法第

６条第１項に

規定する建築

基準関係規定

に適合するか

どうかの審査

を申し出る者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に
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限る。）を

合 算 し た

金額 

  ア (略)  

  イ  ４ ７

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 と

同 一 の

額 

 

  ウ  ４ ８

の 項 種

類欄(1)

から(4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料 

 

限る。）を

合 算 し た

金額 

  ア (略)  

  イ  ４ ８

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 と

同 一 の

額 

 

  ウ  ４ ９

の 項 種

類欄(1)

から(4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料 
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  の 金 額

と 同 一

の額 

 

１１５ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第３１

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画の

変更の認定の申

請に対する審査 

１ 件

に つ

き 

 (略) 

   

(1) 変更に係る

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画が建

築基準法第６

条第１項に規

定する建築基

準関係規定に

適合するかど

うかの審査を

申し出ない者 

 １ １ ４ の

項 種 類 欄

(1)ア又は

イ に 掲 げ

る 場 合 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該

手 数 料 の

金 額 の ２

分 の １ に

相 当 す る

金額 

 

(2) 変更に係る

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画が建

築基準法第６

条第１項に規

定する建築基

準関係規定に

適合するかど

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

 

  の 金 額

と 同 一

の額 

 

１１６ 建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第３１

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画の

変更の認定の申

請に対する審査 

１ 件

に つ

き 

 (略) 

   

(1) 変更に係る

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画が建

築基準法第６

条第１項に規

定する建築基

準関係規定に

適合するかど

うかの審査を

申し出ない者 

 １ １ ５ の

項 種 類 欄

(1)ア又は

イ に 掲 げ

る 場 合 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該

手 数 料 の

金 額 の ２

分 の １ に

相 当 す る

金額 

 

(2) 変更に係る

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画が建

築基準法第６

条第１項に規

定する建築基

準関係規定に

適合するかど

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の
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うかの審査を

申し出る者 

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

  ア  １ １

４ の 項

種 類 欄

(1)ア又

は イ に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

の ２ 分

の １ に

相 当 す

る額 

 

  イ  ４ ７

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

 

うかの審査を

申し出る者 

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

  ア  １ １

５ の 項

種 類 欄

(1)ア又

は イ に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

の ２ 分

の １ に

相 当 す

る額 

 

  イ  ４ ８

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と
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こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 と

同 一 の

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ  ４ ８

の 項 種

類欄 (1)

から (4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

と 同 一

の額 

 

   

１１６ （略）    
 

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 と

同 一 の

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ  ４ ９

の 項 種

類欄 (1)

から (4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

と 同 一

の額 

 

   

１１７ （略）    
   

附 則  

この条例は、令和３年９月１日から施行する。  
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提案理由 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第

３７号）の一部が施行されることに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

関係法令 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成２

５年法律第２７号) 

（個人番号カードの発行等） 

第１６条の２ 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている

者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする。 

２ 機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成並びに個人番号カード

の作成及び運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとす

る。 

（個人番号カードの発行に関する手数料） 

第１８条の２ 機構は、第１６条の２第１項の規定による個人番号カードの発行に係

る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。 

２ 機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、

総務大臣の認可を受けなければならない。 

３ 機構は、第１項の手数料の徴収の事務を住所地市町村長に委託することができる。  
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報告第１１号 

 

   大町小学校内における車両物損事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定 

の専決処分について 

 

 大町小学校内における車両物損事故に伴い、次のとおり和解すること及び損害賠償

の額を決定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第

１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報

告する。 

 

  令和３年８月４日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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専決第６号 

 

   専決処分書 

 

 大町小学校内における車両物損事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり

専決処分する。 

 

  令和３年６月２３日 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 和解の相手方 

  省略 

 

２ 和解の内容 

(1) 相手方の車両の物損に対する修繕料を、全国市長会学校災害賠償補償保険から

支払われる対物損害賠償金の範囲内で相手方に支払う。 

(2) 損害賠償の額 

車両の損害に係る額 金１０５，０００円 

(3) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしないことを誓約する。 
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提案理由 

 大町小学校内における車両物損事故について、相手方と示談による解決を図るた

め専決処分したので、これを報告するものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （議会の委任による専決処分） 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により

特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にするこ

とができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。 
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報告第１２号 

 

   交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定の専決処分について 

 

 交通事故に伴い、次のとおり和解すること及び損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

  令和３年８月４日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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専決第７号 

 

   専決処分書 

 

 交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

  令和３年７月５日 

 

西条市長  玉 井 敏 久   



29 

１ 和解の相手方 

  省略 

 

２ 和解の内容 

(1) 相手方の車両の物損に対する修繕料を、公益社団法人全国市有物件災害共済会

から支払われる対物損害賠償金の範囲内で相手方に支払う。 

(2) 損害賠償の額 

車両の損害に係る額 金２０８，７１１円 

(3) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしないことを誓約する。 
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提案理由 

 救急自動車に係る交通事故について、相手方と示談による解決を図るため専決処分 

したので、これを報告するものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （議会の委任による専決処分） 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により

特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にするこ

とができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。 

 


